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「
未
来
へ
の
約
束
を
、
公
正
証
書
が

守
り
ま
す
。」　
　
　

　

10
月
１
日
か
ら
10
月
７
日
ま
で
は

公
証
週
間
で
す
。
遺
言
、
任
意
後
見

契
約
、
尊
厳
死
宣
言
、
養
育
費
・
慰

謝
料
支
払
契
約
、
賃
貸
借
契
約
、
金

銭
貸
付
契
約
な
ど
の
大
切
な
証
書
や

契
約
は
、安
心
・
確
実
な
公
正
証
書
で
。

　

日
本
公
証
人
連
合
会
で
は
上
記
期

間
中
、
電
話
無
料
相
談
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

☎
03-

３
５
０
２-

８
２
３
９

【
相
談
時
間
】

午
前
９
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１
時

～
午
後
４
時
30
分

函
館
公
証
人
合
同
役
場

☎
０
１
３
８-

22-

５
６
６
１

　

秋
の
さ
け
・
ま
す
釣
り
シ
ー
ズ
ン

が
到
来
し
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
方

も
い
る
と
思
い
ま
す
。
以
下
の
３
か
条

を
守
っ
て
釣
り
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！

❶
禁
止
区
域
・
期
間
、
体
長
制
限
に

つ
い
て
の
確
認
及
び
遵
守

＊�

さ
け
・
ま
す
に
つ
い
て
は
河
口
付

近
の
海
域
に
、
禁
止
区
域
・
期
間

が
法
律
で
定
め
ら
れ
た
河
川
が
あ

り
ま
す
。

＊�

さ
け
・
ま
す
は
す
べ
て
の
海
域
に

お
い
て
全
長
２
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。　

❷
禁
止
漁
具
・
禁
止
漁
法
に
つ
い
て

＊�

針
に
「
ひ
っ
か
け
針
・
三
角
針
」

な
ど
を
使
用
す
る

＊�

釣
竿
を
「
し
ゃ
く
る
」
よ
う
に
し

て
魚
を
引
っ
掛
け
る

❸
救
命
胴
衣
の
着
用

＊�

釣
り
の
際
は
事
前
に
点
検
し
た
救
命

胴
衣
を
適
切
に
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

瀬
棚
海
上
保
安
署

☎
０
１
３
７-

87-
２
６
３
４

  　

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院
で

は
、
令
和
８
年
度
社
会
人
入
学
試
験

（
Ⅰ
期
）
を
実
施
し
ま
す
。
あ
な
た

の
社
会
人
経
験
を
看
護
の
世
界
で
役

立
て
て
み
ま
せ
ん
か
？
江
差
高
等
看

護
学
院
は
、
社
会
人
学
生
を
応
援
し

ま
す
。

【
日
程
】
令
和
７
年
10
月
25
日(

土)

【
科
目
】
小
論
文
、
面
接

【
出
願
期
間(

消
印
有
効)

】
令
和
７

年
９
月
１
日(

月)

～
10
月
３
日(

金)

【
募
集
要
項
】
募
集
要
項
及
び
出
願

に
必
要
な
各
書
類
は
、
本
学
院
窓
口

で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使

用
で
き
な
い
場
合
は
、
電
話
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院

☎
０
１
３
９-

52-

１
４
１
７

　

こ
の
度
、
本
校
で
は
、「
知
的
障
害

の
あ
る
子
ど
も
へ
の
金
銭
管
理
教
育
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
研
修
会
を
開
催
い

た
し
ま
す
。
本
研
修
会
で
は
、
金
銭

の
基
本
的
な
扱
い
方
や
買
い
物
の
練

習
、
予
算
の
考
え
方
な
ど
、
知
的
障

害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
社
会
で
自

立
し
て
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
金

銭
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。
教
育
関
係
者
・
福
祉
関
係
者
の

皆
様
を
は
じ
め
、
関
心
の
あ
る
方
の

御
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
日
時
】
令
和
７
年
９
月
26
日
（
金
）

午
後
12
時
50
分
～
14
時
40
分

【
会
場
】
今
金
高
等
養
護
学
校

【
対
象
者
】
小
・
中
・
高
等
学
校
・

特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
、
今
金
町

民
、
本
校
保
護
者
、
ほ
か
関
心
を
お

持
ち
の
方

【
内
容
】
講
演
会
（
対
面
形
式
）

【
講
師
】
一
般
社
団
法
人
ゆ
う
ち
ょ

財
団
／
Ｆ
Ｐ
事
務
所
バ
ナ
ナ
ン
キ
ッ

ズ
代
表　

横
井　

規
子
氏

今
金
高
等
養
護
学
校

☎
82-

３
１
２
１

http://www.imayou.hokkaido-c.ed.jp

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ
・
申
込

問
合
せ

■今年の夏は、気温が高い日が続き、
エアコンのない家も多い北海道にお
いてはダメージの大きい夏だったよ
うに思います。だいぶ暑さも落ち着
き、過ごしやすい季節となりました。
■さて、今回は、任意後見制度につ
いて、ご紹介したいと思います。そ
の前に、後見制度とは何かについて、
説明します。
■後見制度とは、認知症や脳機能の
疾患、知的障がい・精神障がいに
よって、お金の管理や契約など、一
人で決めることに不安や心配のある
人の財産を守るための制度です。自
分一人でどこまで決めることができ
るか、広くサポートが必要な順に、
後見、保佐、補助という三段階に分
かれています。どのようなときに手
続が開始できるか等、手続について
法律で定められており、誰が後見人

等になるかについては、基本的に裁
判所の判断に任されています。この
後説明する任意後見との対比で法定
後見と呼ばれます。
■では、任意後見制度とは、どのよ
うな制度でしょうか。これは、自分
の意思で、一人で判断できなくなっ
た場合に備えて、誰に、どのような
ことを代わりにやってもらうかを決
めておく制度です。この制度を利用
する場合には、任意後見契約公正証
書を作成する必要があります。これ
は、公証役場で作成します。このあ
たりでは、函館や室蘭にあります。
任意後見契約を結んだあと、自分で
判断するのに自信がなくなったなあ
という時点で、今度は、裁判所に、「任
意後見監督人選任の申立て」という
ものを行います。任意後見監督人と
は、事前に選んだ後見人が、きちん
と契約書のとおり仕事をしているか
監督する人です。監督人には、弁護
士などの専門職が選任されることが
多いです。この監督人が選任された

らいよいよ後見制度の利用が始まり
ます。
■任意後見制度の良さは、後見人を
誰にするか、どこまでお願いをする
かを自身で選択できるところにあり
ます。少し、手続は煩雑で、費用も
かかりますが、自分のことを自分で
決めるという点で、利点があるため、
ご利用をご検討されてみてはいかが
でしょうか。手続について、疑問点
などございましたら、ぜひ、一度ご
相談ください。
■当事務所では、みなさまからの法
律相談を承っております。一定の資
力要件を充たす方であれば、３回ま
で無料の法律相談を承ることもでき
ます。お気軽にご相談ください。相
談は事前予約制となっております。
相談予約のお電話は、「法テラス八
雲法律事務所（☎050-3383-8366）」
までお寄せくださいませ。

法テラス八雲法律事務所　
         弁護士　小松真優

法テラス八雲通信法テラス八雲通信

任意後見制度とは？任意後見制度とは？

９９
2025
SEPTEMBER

第
35
回
公
証
週
間
の
お
知
ら
せ

さ
け
・
ま
す
釣
り
の
３
か
条

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院

令
和
８
年
度
社
会
人
入
学
試
験
の

実
施
に
つ
い
て

今
金
高
等
養
護
学
校

　

「
公
開
研
修
会
」
の
お
知
ら
せ
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日本一の「今金男爵」日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう　　　　を守ろう！！！！

ジャガイモシストセンチュウの ジャガイモシストセンチュウの 
拡散防止には町民の皆様のご理拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合今金町農業協同組合
今金町農林振興課今金町農林振興課

 ～口座振替に関するお知らせ～

　町税【町・道民税、固定資
産税、国民健康保険税、軽自
動車税（種別割）】及び公営住
宅使用料の各税（料）の新規
引落や婚姻等による改姓、納
税者の死亡等により振替口座
が変更となる場合または、納
付方法を変更したい場合は、
毎月15日までに税務住民課課
税収納グループまたは町内の
各金融機関にてお手続きをお
願いいたします。

（ゆうちょ銀行の口座振替は、
直接郵便局にてお手続きをお
願いいたします。）
※ゆうちょ銀行は、手続き完
了まで時間を要すため、各期

（月）の納期限の１ヶ月半前ま
でに郵便局にてお手続きをお
願いいたします。

目指せ車いす目指せ車いす！！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…400㎏

　 車いす交換まであと350㎏

今金町社会福祉協議会

※750㎏で車いす一台と交換できます

■令和７年度現在2739件3,083万5,500円

※詳しくは、まちづくり推進課まちひ
と交流グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちし
ております。皆さんのお知り合い
に、是非、ご紹介ください。

７月末現在の情報です。

求人・求職募集中!!

農林振興課では農林業における
求人・求職を募集しております。
今金町農林振興課無料職業紹介所
（グリーンサポートセンター）

秋季「特別教育」「安全衛生教育」「技能検定」受講生募集！

●フルハーネス型安全帯使用作業　安全衛生教育
　�　労働安全衛生法改正により、高さ２m以上の場所でフルハーネス

型墜落制止用器具を使用する作業者は、特別教育の受講が義務付
けられています。

　■応募締切：９月30日（火）
　■日程：10月10日（金） 9：00 ～ 16：30
　■受講料：8,500円（テキスト代、消費税含）
　■受講資格：18歳以上（定員先着20名）

●振動工具取扱作業者　安全衛生教育
　�　労働安全衛生法に基づき、事業者はチェーンソー以外の振動工

具を取り扱う作業者に対し、安全衛生教育を実施することが義務
付けられています。

　■応募締切：10月７日（火）
　■日程：10月17日（木） 9：00 ～ 15：00
　■受講料：12,000円（テキスト代、消費税含）
　■受講資格：18歳以上（定員先着20名）

●自由研削用砥石の取替え等の業務　特別教育
　�　労働安全衛生法により、直径150mmを超える研削といしを取り替

える、または取り替えた後、試運転の業務を行う作業者は、特別
教育の受講が義務付けられています。

　■応募締切：10月14日（火）
　■日程：10月24日（金） 9：00 ～ 15：00
　■受講料：12,000円（テキスト代、消費税含）
　■受講資格：18歳以上（定員先着20名）

【問合せ】（一社）檜山地域人材開発センター　☎0139-52-0160

令和７年度自衛官等採用案内令和７年度自衛官等採用案内

【問合せ】自衛隊函館地方協力本部今金地域事務所　☎080-4405-9194

採用種目 受付期間 試験期日

自衛官候補生 通年
受付時又は各自衛隊地方協力本
部のＨＰにてお知らせします。

一般曹候補生 第３回
９月16日
～ 11月21日

○１次試験
　11月29日～ 12月４日
○２次試験
　令和８年１月６日～ 13日
※�いずれか１日。

航空学生

推薦
10月１日
～ 11月28日

令和８年１月10日～ 12日
※いずれか１日

一般
10月１日
～令和８年
　１月15日

○１次試験
　令和８年１月24日・25日
○２次試験
　令和８年２月12日～ 15日
※いずれか１日

自動車点検整備推進運動実施中

毎年９月～ 10月の２ヶ月間は強化月間です
　国土交通省では、自動車の点検・整備に関するWEB
アンケート実施中です。是非ご協力お願いします。


